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防災行政用無線「戸別受信機」の設置について

村では、村内の住宅及び事業所等に防災行政用無線戸別受信機を設置する工事を行っており、１

月から作業員が順次訪問し、戸別受信機・アンテナの設置場所等の調査を実施しております。

◎防災行政用無線戸別受信機 とは

平常時・災害時において行政からのお知らせなど防災無線の放送を屋内で聞くことのできる機器

です。

◎注意事項

戸別受信機は村からの貸与品となります。設置にあたっては貸与申請書を提出いただきます。

工事費用は東通村で負担します。

戸別受信機に係る電気料及び電池の交換費用は、使用者の方にご負担いただきます。

工事・調査において作業員がみなさまへ料金を請求することや口座情報の確認を行うことはあり

ません。

不審な点を感じたら以下の問い合わせ先までご連絡ください。

戸別受信機は災害時に村内のみなさまへ村からの情報を発信するための重要な設備となります。

調査・取付へのご協力をよろしくお願いします。

問合せ先：防災安全課　☎０１７５－３３－２２６２

　　　　　工事受託業者　株式会社ユアテック　☎０１７－７３８－９１３５

※灯台サミットのお知らせは、今月は休載です。


